
 

  

応
と
は
言
え
な
い
も
の
で
し
た
。

労
働
実
態
と
の
相
違
が
ど
う
し

て
起
こ
っ
た
の
か
す
ぐ
に
は
説

明
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
後
日
、

集
配
部
の
説
明
に
よ
る
と
シ
ス

テ
ム
上
の
エ
ラ
ー
で
あ
り
、
個
人

の
ミ
ス
等
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
で
し
た
。
今
回
の
対
象
者
は
、

期
間
雇
用
社
員
の
ほ
と
ん
ど
で

し
た
。
シ
ス
テ
ム
上
の
エ
ラ
ー
と

な
る
と
事
態
は
重
大
で
す
。
こ
れ

ま
で
に
も
、
不
支
給
が
あ
っ
た
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
今
後

も
労
働
実
態
と
異
な
る
給
与
支

給
が
行
わ
れ
る
可
能
性
が
あ
り

ま
す
。 

 
 

酷
暑
の
中
の
労
働
が
、
正
当
な

 

深
川
郵
便
局
集
配
部
で
期
間

雇
用
社
員
の
７
月
の
給
与
に
一

部
不
支
給
の
も
の
が
あ
る
こ
と

が
発
覚
し
ま
し
た
。 

７
月
２
３
日
、
給
与
支
給
明
細

書
が
各
社
員
に
渡
さ
れ
ま
し
た

が
、
記
載
さ
れ
た
内
容
の
労
働
日

数
、
超
勤
時
間
数
に
事
実
と
違
い

が
あ
る
こ
と
に
あ
る
社
員
が
気

付
き
ま
し
た
。
社
員
は
、
管
理
者

に
す
ぐ
に
そ
の
こ
と
を
伝
え
、
調

査
し
た
結
果
、
労
働
実
態
と
相
違

が
あ
る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。 

 

集
配
部
管
理
者
は
、
当
日
午

後
、
期
間
雇
用
社
員
を
集
め
給
与

に
事
実
と
相
違
が
あ
る
こ
と
を

報
告
、
翌
月
追
支
給
に
な
る
こ
と

を
説
明
し
ま
し
た
。
誠
意
あ
る
対

 

 

９
月
１
０
日

に
も
北
朝
鮮
の

「
特
別
調
査
委

員
会
」
が
、
調
査

結
果
を
報
告
す

   （１） 

 

 

勤
務
日
数
や
超
勤
時
間
数
と
し

て
カ
ウ
ウ
ト
さ
れ
ず
、
賃
金
と
し

て
支
給
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か

も
し
れ
な
い
の
で
す
。
そ
し
て
、

今
後
も
支
給
さ
れ
な
い
こ
と
が

あ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
。 

 

も
う
一
つ
の
問
題
は
、
４
月
に

実
施
さ
れ
た
作
業
能
率
測
定
の

結
果
に
伴
う
、
作
業
能
率
手
当
の

支
給
が
５
月
に
支
給
さ
れ
ず
、
２

か
月
も
遅
れ
、
７
月
に
な
っ
た
こ

と
で
す
。
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な

こ
と
が
起
き
た
の
か
明
ら
か
に

な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
最

も
重
要
な
労
働
条
件
で
あ
る
賃

金
支
給
に
つ
い
て
、
重
ね
て
、
正

し
く
対
応
し
て
い
な
い
こ
と
は

明
ら
か
で
す
。 

 

郵
政
産
業
ユ
ニ
オ
ン
東
部
支

部
深
川
分
会
は
労
慟
基
準
監
督

署
に
連
絡
し
、
対
応
を
相
談
し
ま

し
た
。
ま
た
、
８
月
１
５
日
に
は
、

深
川
郵
便
局
集
配
営
業
部
期
間

雇
用
社
員
有
志
が
、
直
接
、
亀
戸

労
動
基
準
監
督
署
に
行
き
相
談

を
行
い
、
別
紙
の
申
立
書
を
提
出

し
、
受
理
さ
れ
ま
し
た
。
労
働
基

準
監
督
署
に
よ
る
指
導
に
よ
り

事
態
が
改
善
さ
れ
る
こ
と
を
期

待
し
ま
す
。 

 

組
合
と
し
て
も
、
２
度
と
こ
の

よ
う
な
こ
と
が
起
き
な
い
よ
う

申
し
入
れ
る
と
と
も
に
、
給
与
明

細
の
点
検
を
必
ず
行
う
よ
う
に

呼
び
か
け
て
い
き
ま
す
。 
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         申 立 書 

2014 年 8 月 15 日 

 亀戸労働基準監督署御中 

深川郵便局集配営業部 

期間雇用社員有志一同 

            記 

 私たちは、深川郵便局集配営業部で働く期間雇用社

員の有志です。 

深川郵便局集配営業部では、ほとんどの期間雇用社

員に対し、7 月の給料日（7 月 24 日）に支給されるべ

き賃金の一部が支払われませんでした。このことを踏

まえ、賃金の支払いについて、これまで、賃金が正し

く支給されていたのかどうか、今後正しく支給される

のかどうか不安でなりません。 

今年 4 月測定実施の作業能率手当ても、5 月給料日に

支給されるべき手当が 7 月に遅延支給されました。 

度重なる、深川郵便局での賃金支払いの一部不支給

問題について、今後二度とこのようなことが起こらな

いよう深川郵便局を指導されることをお願い申し上げ

ます。 

                   以上 

 

る
予
定
に
な
っ
て
い
る
拉
致
問

題
で
す
が
、
９
月
１
２
日
に
「
安

倍
晋
三
―
金
正
恩
」
の
日
朝
首
脳

会
談
が
開
か
れ
る
と
い
う
情
報

も
流
れ
て
い
ま
す
。
実
際
、
「
日

朝
交
渉
」
は
急
ピ
ッ
チ
で
進
ん
で

い
る
よ
う
で
す
が
、
小
泉
訪
朝
も

９
月
で
し
た
▼
最
近
、
支
持
率
が

低
下
し
て
い
る
安
倍
首
相
に
と

っ
て
「
９
月
訪
朝
」
は
起
死
回
生

の
ワ
ン
チ
ャ
ン
ス
で
し
ょ
う
か
。

拉
致
被
害
者
を
帰
国
さ
せ
れ
ば
、

支
持
率
は
２
０
ポ
イ
ン
ト
近
く

ア
ッ
プ
す
る
と
み
ら
れ
て
い
ま

す
▼
日
本
に
と
っ
て
最
も
重
要

な
の
は
、
拉
致
被
害
者
の
健
在
を

確
認
し
帰
国
さ
せ
る
こ
と
で
す
。

北
朝
鮮
の
外
交
が
行
き
詰
ま
り
、

焦
り
が
見
え
て
い
る
現
在
、
成
果

を
急
ぐ
安
倍
首
相
は
、
外
務
省
に

〝
拉
致
問
題
を
な
ん
と
か
し
ろ

〟
と
せ
っ
つ
い
て
い
る
ら
し
い

が
、
拉
致
問
題
で
満
足
な
進
展
が

な
け
れ
ば
北
朝
鮮
へ
の
経
済
支

援
も
急
ぐ
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
北
朝
鮮
に
足
元
を
見
ら
れ
、

不
利
な
条
件
を
結
ば
な
け
れ
ば

よ
い
の
で
す
が
…
…
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
広
） 



   
 

‼ 

６
５
歳
裁
判 

証
人
調
べ
始
ま
る 

２
０
１
１
年
９
月
末
、
年
齢

が
６
５
歳
を
超
え
て
い
る
こ

と
を
理
由
に
１
万
３
，
０
０
０

人
に
上
る
非
正
規
社
員
を
雇

い
止
め
・
解
雇
し
ま
し
た
。
２

０
１
２
年
２
月
、
雇
い
止
め
撤

回
を
求
め
て
東
京
地
裁
に
提

訴
。
原
告
９
名
を
含
む
１
９
名

の
承
認
が
採
用
さ
れ
９
月
か

ら
延
べ
５
日
間
に
及
ぶ
証
人

調
べ
が
始
ま
り
ま
す
。 

 

東
京
地
裁
５
２
７
号
法
廷 

 

９
月
２
４
日 

証
人
調
べ 

１
０
時
～ 

１
０
月
１
５
日
、
２
９
日 

１
１
月
１
２
日
、
２
６
日 

 

冨
田
・損
害
賠
償
裁
判 

 
 
 

控
訴
審
で
和
解
協
議 

 

会
社
は
、
原
告
の
頚
腕
発

症
を
知
り
な
が
ら
、
長
時
間

過
密
労
働
を
強
い
り
、
結
果
、

症
状
が
悪
化
し
た
こ
と
は
会

社
の
安
全
配
慮
義
務
違
反
で

あ
る
と
し
て
損
害
賠
償
を
求

め
て
地
裁
に
提
訴
。
地
裁
は

１
４
年
２
月
２
８
日
に
不
当

判
決
。
３
月
１
３
日
に
控
訴

し
係
争
中
。
８
月
２
９
日
、

和
解
協
議
に
入
る
。
和
解
不

成
立
の
場
合
は
判
決
と
な

る
。 

 

東
京
地
裁
８
１
２
号
法
廷 

 

１
０
月
２
２
日 

判
決 

大
橋
再
雇
用
裁
判 

 
 
 

全
１
日
の
証
人
調
べ
決
ま
る 

年
金
受
給
開
始
年
齢
引
き
上
げ
に
伴

い
、
２
０
１
２
年
８
月
、
「
高
年
齢
雇
用

安
定
法
改
正
案
」
が
成
立
し
、
「
原
則
、

希
望
者
全
員
を
雇
用
す
る
こ
と
」
と
な
り

ま
し
た
。
大
橋
さ
ん
は
、
法
施
行
直
前
の

２
０
１
３
年
度
の
再
雇
用
希
望
が
不
採

用
と
な
り
ま
し
た
が
、
「
法
改
正
」
の
趣

旨
は
生
か
さ
れ
る
べ
き
と
地
裁
に
提
訴
。

全
１
日
の
日
程
で
証
人
調
べ
に
入
り
ま

す
。 東

京
地
裁
８
２
３
号
法
廷 

１
０
月
９
日 

証
人
調
べ 

 
 
 

１
０
時
～
１
７
時 

（２） 
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水
野 

雇
止
め
裁
判 

期
間
雇
用
社
員
の
水
野
浩

継
さ
ん
は
、
２
０
１
４
年
３

月
末
日
で
「
雇
止
め
」
さ
れ

ま
し
た
。
会
社
は
、
理
由
を

「
欠
勤
が
多
く
連
続
し
て
休

む
か
ら
」
と
説
明
し
ま
す
が
、

病
休
や
介
護
で
無
断
欠
勤
し

た
こ
と
は
な
く
、
就
業
規
則

で
認
め
ら
れ
て
い
る
休
暇
で

す
。 第

４
回
裁
判
（
進
行
協
議
） 

 

１
０
月
７
日
（
火
）
１
０
時 

民
事
３
６
部
（
１
３
階
） 

 

さ
い
た
ま
新
都
心 

過
労
自
死
裁
判 

 

異
常
な
作
業
管
理
、
抑
圧

的
な
労
務
管
理
な
ど
で
う
つ

病
と
な
り
病
休
・
復
職
を
繰

り
返
す
が
、
会
社
の
不
適
切

な
対
応
に
よ
り
、
２
０
１
０

年
１
２
月
自
死
。
遺
族
は
会

社
の
安
全
配
慮
義
務
違
反
、

損
害
賠
償
を
求
め
て
さ
い
た

ま
地
裁
に
提
訴
。 

 

さ
い
た
ま
地
裁
１
０
１
号

法
廷 

１
１
月
５
日 
１
１
時 

労
働
契
約
法
２
０
条
裁
判 

２
０
１
４
年
５
月
８
日
、
期
間
雇
用

社
員
で
働
く
組
合
員
３
名
が
、
正
規
社

員
と
同
じ
仕
事
を
し
な
が
ら
、
年
末
年

始
の
出
勤
手
当
な
ど
各
種
手
当
が
正

規
社
員
に
支
払
わ
れ
て
期
間
雇
用
社

員
に
支
払
わ
れ
な
い
の
は
、
正
規
社
員

と
の
差
別
を
禁
じ
て
い
る
「
労
働
契
約

法
２
０
条
」
に
違
反
す
る
と
し
て
、
日

本
郵
便
に
約
７
４
０
万
円
の
支
払
い

と
格
差
是
正
を
求
め
て
東
京
地
裁
に

提
訴
し
ま
し
た
。 

（
６
月
３
０
日
近
畿
・
中
国
で
も
９
名

が
大
阪
地
裁
に
提
訴
し
ま
し
た
） 

東
京
地
裁
５
２
７
号
法
廷 

９
月
１
１
日 

１
０
時
～ 

当
面
の
行
動
日
程 

９
月
４
日 

戦
争
さ
せ
な
い
・
９
条
壊

す
な
！
総
が
か
り
行
動 

日
比
谷
野
音 

１
８
時
～ 

９
月
５
日 

東
京
地
評
公
務
部
会
総
会 

９
月
６
・
７
日 

 

東
京
全
労
協
ブ
ロ
ッ
ク
交

流
合
宿 

９
月
１
８
日 

 

第
１
回
支
部
長
会
議 

東
部
区
民
事
務
所 

 

１
３
時
～
１
７
時 

９
月
２
３
日 

 

さ
よ
な
ら
原
発
全
国
大
行

動 

９
月
２
４
日 

 

６
５
歳
裁
判 

 

東
京
地
裁
５
２
７
号
法
廷 

１
０
時
～
１
７
時 

９
月
２
４
日 

 

東
京
地
評
・
争
議
支
援
総

行
動 

９
月
２
８
日 

 

東
京
地
評
定
期
大
会 

 

９月２６日～２８日 

福島・南相馬、宮城・名取市にて 

炊き出し、食料品配布、要望聞きな

ど・・・福島・浪江町等の視察あり 

 連絡先：東京地本 (03)3535-5447 

 

夏
の
終
わ
り
に
４
０
人
が
・・・ 

 

８
月
２
９
日
、
仕
事
を
終
え
た

組
合
員
、
家
族
、
４
０
人
が
竹
芝

桟
橋
に
集
結
し
、
さ
る
び
あ
丸
に

乗
船
し
ま
し
た
。
船
内
の
予
約
席

に
は
ビ
ー
ル
と
お
つ
ま
み
が
す

で
に
用
意
さ
れ
て
お
り
、
鵜
島
委

員
長
の
音
頭
で
乾
杯
。
千
葉
・
浦

安
か
ら
の
参
加
者
も
あ
り
ま
し

た
が
、
近
年
の
人
で
不
足
も
あ

り
、
残
業
で
乗
船
で
き
な
い
残

念
な
人
も
い
ま
し
た
。 

ク
ル
ー
ジ
ン
グ
楽
し
む 


